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2.性能加算（A要件）の申請時に必要となる写真

【補足資料】 提出する写真の撮影における注意事項

一部の給湯器は、性能加算（Ａ要件）を受けるために、追加部品（「台所リモコン」または「無線LANアダプター」）の設置が必要です。

（給湯器本体が、A要件を満たす場合は、追加部品の設置や写真撮影は必要ありません）

これらの給湯器が加算を受けるためには、追加部品の写真および消費者納品書を提出します。写真については、以下を参考に撮影を行ってください。

※ 給湯器本体により、補助対象となる部品の型番（型式）は指定されます。

※高効率給湯器の設置と合わせて行う場合に加算の対象となります。

【参考】対象となる追加部品の型番（型式）

【三菱電機株式会社】

 RMCB-KD6-T RMCB-KC6-T

型番は、リモコンのフタ内側（右下）に印字されています。

【株式会社コロナ】

 RMP-FADW5 RMP-GADW1

型番は、リモコンの底面（右下）に印字されています。

【株式会社ノーリツ】

 RC-G057MPW-2 RC-K001MW 

RC-K001MPW

型番は、リモコンは表面（右下）に印字されています。

【日立グローバルライフソリューションズ株式会社】

 BH-WLAN-W BH-WLAN-T

型番は、無線LANアダプターに印字されています。

【三菱電機株式会社】

 GT-RA2 GT-HR1

型番は、無線LANアダプターの底面に印字されています。

対象となる給湯器と部品はありません。 対象となる給湯器と部品はありません。

◆ 壁に取り付けた後（工事【後】）に撮影

◆ 無線LANアダプターの型番（型式）が確認できること

※ 必ずしも壁に設置されている必要はありません。

※ 無線LANアダプターの写真の提出免除はありません。

◆ 壁に取り付け後（工事【後】）に撮影

◆ リモコンの型番（型式）が確認できること

※ 台所リモコンの写真の提出免除はありません。

◆ リモコン（裏面でも可）との接続後（工事【中】）に撮影

（工事後にリモコンを外して撮影しても可）

◆ 無線LANアダプターの型番（型式）が確認できること

※ 無線LANアダプターの写真の提出免除はありません。
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【日立グローバルライフソリューションズ株式会社】

 BER-W2FKT

型番は、リモコンのフタ内側（右上）に印字されています。
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